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（件 名）  

 いじめ事案における警察との連携強化及び相談基準の明確化について 

 

（要 旨） 

 旭川市におけるいじめ事案については、近年認知件数が増加傾向にあり、令和６年度には４，

０００件を超える規模となっている。一方で、学校から警察への相談・通報件数は年間１０件未

満にとどまっており、認知件数に対する割合は約０．２パーセント前後と極めて低い水準となっ

ている。 

 本件については、情報公開請求により、学校が警察へ相談・通報等を行ったいじめ事案の件数

を確認したところ、同様の傾向が見られることが明らかとなった。 

一般に、問題行動に対して外部機関との連携や第三者の関与が早期に行われることは、事案の

深刻化防止や再発防止に寄与するとされている。特に初期段階での適切な介入は、行動のエスカ

レートを防ぐ上で有効であると考えられる。 

 また、警察にとっても、事案が深刻化してから対応するより、早期の段階で情報共有がなされ

ることは、適切な助言や補導を通じた非行防止の観点からも有益であると考えられる。 

しかしながら、本市の現行のいじめ防止基本方針においては、犯罪行為に該当する場合の警察

との連携については示されているものの、その手前の段階における相談基準については必ずしも

明確ではない。 

 このような状況においては、警察との連携について一定の取組がなされているものの、その運

用実態については検証の余地があり、特にどの段階で警察へ相談するかという基準が明確でない

ことが相談件数の少なさにつながっている可能性がある。 

以上を踏まえ、いじめの早期対応及び重大事態の未然防止の観点から、警察との連携の在り方

を見直し、相談しやすい仕組みの整備を図ることが重要である。 

 本提案は、学校が単独で問題を抱え込むことを防ぎ、児童生徒の安全確保を最優先とした外部

機関との連携を強化することにより、学校を孤立させない体制の構築を目的とするものである。 

 以上の趣旨から、次の事項について陳情する。 

 

陳情事項 

１ いじめ事案において警察へ相談する際の具体的な基準（目安）を整理し、学校現場に周知す

ること。 

（次頁に続く） 



 

２ 警察との連携に関する運用（相談のタイミング、手続、窓口等）について、文書として明確

化すること。 

３ 警察との連携を、児童生徒の安全確保を最優先とした開かれた学校経営の一環として位置付

け、学校が孤立しない体制を構築すること。 

４ 警察と教育委員会との間で、学校向けの相談ガイドライン等の整備について協議・検討を行

うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


